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平成 26 年度糸魚川市簡易水道事業 
特別会計予算 

 

 

平成26年度糸魚川市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ709,400千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出

予算｣による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担

することのできる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こ

すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、｢第３表地方債｣による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、300,000千円と定める。 

  

 

平成26年２月24日提出 

 

 

  糸魚川市長□□米□田□□□徹 



歳 入

第１表　歳入歳出予算

単位：千円

款 項 金 額

歳 入 合 計

-2-

1

2

3

4

5

6

7

8

分担金及び負担金

事業収入

国庫支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

市債

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

分担金

負担金

使用料

手数料

国庫補助金

財産運用収入

他会計繰入金

基金繰入金

繰越金

雑入

市債

２１３

２

２１１

１００，１３７

９９，９０５

２３２

１１１，６７４

１１１，６７４

３９

３９

１９５，８３８

１５５，００２

４０，８３６

３

３

３，１９６

３，１９６

２９８，３００

２９８，３００

７０９，４００



歳 出 単位：千円

款 項 金 額

歳 出 合 計
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1

2

3

4

5

6

総務費

営繕費

新設改良費

公債費

基金積立金

予備費

1

1

1

1

1

1

総務管理費

営繕費

新設改良費

公債費

基金積立金

予備費

６２，６８１

６２，６８１

１２，８８３

１２，８８３

５３３，３９４

５３３，３９４

９７，７４３

９７，７４３

６９９

６９９

２，０００

２，０００

７０９，４００



単位：千円 

事 項 期 間 限  度  額

簡易水道施設整備事業
（県道工事負担金）

平成 26 年度
か ら
平成 27 年度
ま で

12,000

第２表　債　務　負　担　行　為
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単位：千円 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

簡 易 水 道 事 業 298,300
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

7.0％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金については、その
融資条件による。銀行その
他の場合は、その債権者と
協定した条件による。ただ
し、市財政その他の都合に
より据置期間及び償還期限
を短縮し、又は繰上償還若
しくは低利債に借換えする
ことができる。

第３表　　地　　　方　　　債
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